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《苦情解決の流れ》 

 

 

 

 

苦情解決体制の周知  

苦情等の受付 苦情受付担当者が担当いたします 

ご利用者（ご家族） 

ご利用者（ご家族）からの苦情等の申し出 

最初にお受けしたスタッフ 

内部報告 苦情受付担当者が苦情解決責任者へ報告 

話し合い 

 苦情解決責任者が担当いたします 

ご利用者（ご家族）等との話し合い 

第三者委員から助言を受けます 

解決 未解決 

ご相談 市役所こども未来課・福祉サービス運営適正化委員会 

改善結果報告  

苦情解決責任者が行います 

ご利用者（ご家族）に相談機関をご紹介いたします 

ご利用者（ご家族）等 

第三者委員に報告いたします 

事案発生！ 

第三者委員が同席することもあります 

第三者委員 

〇 田澤 弘一 氏 

〇 阿部 紀子 氏 

苦情解決責任者 

◎ 藤田 和子 

 

苦情受付担当者 

◎ 若月 和子 


